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骨　壷を「二訓抄道三楊豊

島淡の′違棋

塞・シラ披財童シ夢の

遥胎

遷　幸を;謬妙遠シ夢。

ノ固唾で上砂黒煙熱砂

ゴ鮭鵜念の嚢暖軍鶏

ありがとうございます。川上　のり子です。

めっきり、寒くなり、空気も乾燥してきていますね。まわりで咳

などしている人はいませんか?

お子さんなど受験を控えているご家庭等では、風邪には敏感に

なられていることと思います。

風邪、そして、インフルエンザ等かかってしまうと、とても辛い

思いをしますので、予防を心がけたいですね。

風邪とインフルエンザの違いは、ご存知ですか?

普通の風邪の多くは、喉の痛み、鼻水、

くしゃみや咳の症状が中心で、全身の

倦怠感があまり、みられません。

しかし、インフルエンザは、インフル

エンザウィルスの感染によって起こ

り、38℃以上の熱と、頭痛、関節痛、

筋肉痛、全身の倦怠感等の症状が比較

的急速にあらわれるのが特徴です。併

せて、風邪と同様、喉の痛み、鼻汁、

咳等の症状もみられます。

12月…3月にかけて、流行ります。

(厚生労働省HPより)

希夢観転置シ覇の静隔

1.流行前のワクチン接種をする。

予防効果は、摂取後、2週間-5か月程度ま

でと考えられています。

2.飛沫対策咳エチケット

人に向けて、咳を発しない。

咳をするときは、ハンカチやティッシュを口

に当てる。

咳が出る時は、マスクをする。

3.外出後の手洗い・うがい

4.適度な湿度の保持(湿度50%~60%)

5.十分な休養とバランスの取れた栄養摂取

6.人混みや繁華街への外出を控える

などを心がけましょう。
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労働安全衛生法第68条

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、

厚生労働省令で定めるものにかかった労

働者については、厚生労働省令で定める

ところにより、その就業を禁止しなけれ

ばならない。

感染症法(就業制限)第18条

1都道府県知事は、一類感染症の患

者及び二類感染症又は三類感染症の患

者又は無症状病原体保有者に係る第12

条第1項の規定による届出を受けた場

合には、当該者又はその保護者に対

し、当該届出の内容その他の厚生省令

で定める事項を書面により通知しなけ

ればならない。

2　前項に規定する患者及び無症状病

原体保有者は、当該者又はその保護者

が同項の規定による通知を受けた場合

には、感染症を公衆にまん延させるお

それがある業務として感染症ごとに厚

生省令で定める業務に、そのおそれが

なくなるまでの期間として感染症ごと

に厚生省令で定める期間従事してはな

前項の規定の適用を受けている者又

はその保護者は、都道府県知事に対し、

同項の規定の適用を受けている者につい

て、同項の対象者ではなくなったことの

確認を求めることができる。

4　都道府県知事は、前項の規定による

確認の求めがあったときは、当該請求に

係る第2項の規定の適用を受けている者

について、同項の規定の適用に係る感染

症の患者若しくは無症状病原体保有者で

ないかどうか、又は同項に規定する期間

を経過しているかどうかの確認をしなけ

ればならない。

インフルエンザやノロウイルスに従業員が係った

場合は、人事担当者は、迷われることが多いとこ

ろだと思います。

季節的なインフルエンザ・感染性胃腸炎(ノロウ

イルス)は、五類感染症にあたりますので、出勤

停止命令の対象外です。

よって、会社を休む場合には、病気休暇(有給・無

給は会社による)もしくは、有給休暇を取得して

休むことが一般的です。

ちなみに、新型インフルエンザや鳥インフルエン

ザ(H5N十・H7N9)は、2類感染症にあたり、

出勤停止命令の対象になります。この場合は、ノ

ーワークノーペイの原則により、休業手当の支払

い義務はありません。


